
平成３０年度 長良川大学認定講座（一般成人課程 シングル講座）   生涯学習「長良川大学」講座

岐阜市消費生活センター 生活知識講座 

平成３０年６月国会で民法改正法案が成立し、施行日の平成３４年（２０２２年）４月１日から、 

成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることが決まりました。 

平成２９年度の全国の消費生活相談者の年齢構成をみると、未成年取消権を行使できる 

１９歳と行使できない２０歳の間で大きな差が見られます。 

また、改正民法施行日には、満１８歳から満２０歳の方が一斉に成年に達するため、消費者 

被害の若年化だけでなく、消費者被害そのものが爆発的に増えることが想定されます。 

そこで、最近の悪質商法の手口を紹介しながら、成年年齢引下げが今後与える影響及び 

行政の対策について学びます。 

【講師】 梅村 慎一 

（司法書士、岐阜県金融広報アドバイザー） 

【場所】 ハートフルスクエアーＧ ２階 大研修室 

【募集人数】 先着１００名 受講は無料です

【申込み方法】 はがき、電子メール、ＦＡＸまたは 

直接来所にて、講座名・郵便番号・ 

住所・氏名・年齢・電話（ＦＡＸ）番号を明記の上、 

１月１1日（金）までに申込み（必着）

後日、結果を通知します 

＊手話通訳、託児あり（先着お子様４名）希望者は受講申込みと一緒にお申込みください 

岐阜市消費生活センター  

            〒500-8856 岐阜市橋本町１丁目１０番地２３ 

            ＴＥＬ  ０５８－２６８－１０６７ 

ＦＡＸ  ０５８－２６８－１０６６ 

            アドレス s-seikatsu@city.gifu.gifu.jp 

申込み・問合わせ先 

※この事業は、岐阜県金融広報委員会の助成・協力を得て実施します。


